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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社はコーポレートガバナンスの基本を次の３項目におき、実践していきます。

・株主重視の経営

・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化

・ディスクロージャの充実

また、当社は監査役設置会社として、当社の経営ならびに事業を執行する社内取締役を中心とした経営体制に社外での業務経験の豊かで高い
識見を有する社外取締役に経営に参画していただくとともに、経理をはじめ、技術、営業それぞれの分野での識見を有する社外監査役が客観的・
中立的な立場から監査を行います。

社内中心の経営体制に対して第三者的見地から社外取締役と社外監査役からの忌憚なき意見の表明と監視・牽制を行うことにより効果的なコー
ポレートガバナンスの実現に努めます。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

[原則１－２－２ 招集通知の早期発送]

招集通知の発送は、株主総会開催日ならびに決算、監査等の日程を勘案し、かつ、記載内容を十分に検討するため、早期発送は実施しておりま
せん。

また、招集通知発送よりも前にウェブサイトなどで電子公表もしておりません。

今後は、株主のみなさまが総会議案の十分な検討期間を確保できるように、来年度からは、早期発送、発送前の電子公表ができるように計画して
おります。

[原則１－２－４ 議決権の電子行使、招集通知の英訳]

機関投資家、海外投資家の比率を勘案し、議決権電子行使の採用及び招集通知の英訳は行っておりませんが、来年度からは、実施するように計
画しております。

[原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用]

当社は、社外取締役２名を選任しており、そのうち１名が独立社外取締役であります。

社外取締役両名については、各々の経験・識見等に基づき、独立した視点での助言・監視機能を果たしていただいております。

したがって、複数名の独立社外取締役を直ちに選任する必要性はないと考えており、今後の取締役会の構成と責務・役割等を勘案し、複数名の
選任について検討します。

[原則４－１０－１ 重要事項に関する独立社外取締役の関与・助言]

当社は独立社外取締役が１名のため、任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役の指名や報酬については、取締役会において、独
立社外取締役をはじめ、その他の社外取締役や社外監査役からの適切な意見や助言を踏まえ、決議を行っております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

[原則１－４ 政策保有株式]

当社は、取引先との関係強化や地域貢献の観点から必要であり、かつ、当該出資が資産上軽微であると判断した場合を除き、いわゆる政策保有
株式を保有しません。

また、政策保有株式については、企業価値向上に反するような議案の提示、企業不祥事など著しく企業価値の低下を招くような場合には、議決権
行使にあたり、議案に反対の行使をすることを検討します。なお、議案の内容について必要がある場合には、当該発行会社と対話を行います。

また、2016年3月に政策保有株式の全４銘柄について、その必要性を見直した結果、４銘柄のうち３銘柄については売却を行い、現在は１銘柄の
み保有しております。

[原則１－７ 関連当事者間の取引]

当社は、関係会社である株式会社安川電機を含む安川電機グループとの取引については、独立性確保の観点を踏まえ、社内規程に従い取引条
件およびその決定方法の妥当性について決定するとともに、重要な取引については取締役会において十分な審議を行ったうえで意思決定を行っ
ております。

また、当社役員との間で利益相反や自己取引が生じる場合には、事前に取締役会において取引条件およびその決定方法の妥当性について審議
を行ったうえで意思決定を行っております。

なお、これらの取引については、監査役や監査室における事後的なチェックが行われるとともに、取締役会で承認を受けた取引については、定期
的に取引結果を報告し、取締役会による事後チェックも行っております。

[原則３－１ 情報開示の充実]

以下の事項について、コーポレートガバナンス報告書、有価証券報告書、株主総会招集通知、決算短信、当社ホームページにて開示しておりま
す。

(１) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

経営理念、長期ビジョンを策定し、３年ごとに中期経営計画を策定しております。現在、当社グループは2016年度から2018年度までの中期経営計



画「Challenge for Excellence」の中間年として、構造改革を継続し、ＩｏＴビジネス、サービス・ビジネスを成長の柱として受注拡大を図り、将来への

成長基盤固めに努めております。

(２) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方、基本方針

当社はコーポレートガバナンスの基本を次の３項目におき、実践していきます。

・株主重視の経営

・意思決定の迅速化、意思決定プロセスの明確化

・ディスクロージャの充実

また、社内中心の経営体制に社外での業務経験豊かで高い識見を有する社外取締役、経理、技術、営業の各々の分野での広い識見を有する社
外監査役による客観的、中立的な立場からの監査実施、あわせて会計監査人による会計監査により効果的なコーポレートガバナンスの実現に努
めております。

（３) 経営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

株主総会決議による報酬限度額の範囲内において、取締役については取締役会で、監査役については監査役会の協議により決定しております。

なお、役員の報酬につきましては、内規に基づき会社の業績や役員個々人の成果等を勘案し役員報酬額を決定しております。

また、平成27年６月12日開催の定時株主総会の承認に基づき、会社法第361条に基づき導入した、当社の社内取締役に対するストックオプション
としての新株予約権に関する報酬制度について、平成29年６月13日開催の定時株主総会の承認に基づき、会社法第361条に基づき、当社の社外
取締役を含む取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬制度に変更しました。

(４) 経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うにあたっての方針と手続

経営幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあたっては、取締役会で十分な説明と議論を行い、役割、責務に対する適性等について十分な検
討を行っております。

(５)個々の選任・指名についての説明

取締役・監査役の各候補者の略歴等は株主総会参考書類にて記載しております。

[原則４－１－１ 取締役会の役割・責務]

当社は、取締役会規程、取締役会付議基準、組織規程、決裁権限大綱等で意思決定機関、意思決定者を明確にしております。

また、当社は、執行役員制度を導入しており、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、経営および業務執行のスピードアップを図っております。

取締役会決議および社内規程に基づき、執行役員の担当業務を明確にしております。

[原則４－８ 独立社外取締役の有効な活用]

上記【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】の同項目に記載のとおりです。

[原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準]

社外取締役について、東京証券取引所が定める基準のもとに選定しております。

取締役会においては、社外取締役として、これまでの経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高度な視点から当社の経営・事業に対して、有益
な助言と監視のできる方でこの基準に該当する方を独立社外取締役に選定しております。

[原則４－１１－１取締役の選任に関する方針・手続]

ＩＴ技術の進化や競争の激しい業界において迅速に適応が図れるよう当社の経営ならびにＩＴ事業を熟知した社内取締役を中心とした経営体制に
対して、社外の豊かな業務経験や広い識見を有する社外取締役による監督・牽制・評価を受けることが適切と考えております。当社では、取締役
会の全体としてのバランス、多様性および規模については、こうした方針に基づき選任を行います。

[原則４－１１－２他の上場会社の役員の兼任]

当社は、社外取締役を除く取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、取締役会の承認を要することとしております。また、社外取締役
が他の上場会社の役員である場合には、取締役会への出席状況等を踏まえ、取締役会がその適性等を評価いたします。

なお、取締役の兼職状況は,定時株主総会の事業報告、有価証券報告書で開示をしております。

[原則４－１１－３取締役会全体の実効性評価]

当社は、毎月１回取締役会を開催し、重要案件をタイムリーに審議・決議しており、独立社外取締役、その他社外取締役や社外監査役の出席率も
非常に高く、決議事項の審議、決定事項について報告を要するものや業務執行状況の報告にあたっては、適宜、忌憚のない意見や助言をいただ
いております。

また、資料をあらかじめ配布あるいは説明のうえ、取締役会では活発な議論を行い、経営課題について十分な検討を行っております。

[原則４－１４－２ 取締役・監査役に対するトレーニングの方針]

取締役や監査役は十分な識見を有した方がその任についていると考えており、社内役員のうち全く役員経験のない方には、就任に際してその役
割や責務について説明を行っています。また、各取締役・各監査役については各々の役割・責務に応じたトレーニング（外部セミナー、外部団体へ
の加入等）へ参加する他、リスク等予防のため、顧問弁護士等の外部専門家を招き研修を実施します。

[原則５－１株主との建設的な対話に関する方針]

当社は、法務・ＣＳＲ推進部がIR担当部署であり、株主からの対話の依頼にあたっては、合理的な範囲で前向きに対応し、IR担当役員が面談等の
対応を行っております。

また、対応準備にあたっては、法務・ＣＳＲ推進部や経理部等の社内関係部門が連携を取って行っております。

今後も、株主や投資家の方々とより建設的な対話を促進するための取組みを進めてまいります。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）



株式会社安川電機 6,940,300 38.56

三井物産企業投資投資事業有限責任組合 3,599,700 20.00

安川情報システム従業員持株会 903,161 5.02

株式会社福岡銀行 260,000 1.44

日本証券金融株式会社 89,400 0.50

松井証券株式会社 85,200 0.47

大和証券株式会社 57,100 0.32

諸星俊男 56,500 0.31

立花証券株式会社 40,700 0.23

青沼謙一 40,000 0.22

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

株式会社安川電機(以下、安川電機という）は当社議決権の38.56％を所有するその他の関係会社です。

当社グループは安川電機グループの情報処理基幹システムのトータルな業務・リソース運営を委託されているほか、安川電機グループが開発す
る製品に組み込まれるソフトウェアの開発も一部委託されており、安川電機グループに対する売上比率は22.6％となっています。

また、人的関係では社外取締役１名および社外監査役１名が就任しています。いずれも安川電機の従業員を兼ねる者です。

当社グループでは、独自の研究開発、市場調査、企画、購買、生産、販売活動を行っており、安川電機グループとの取引条件は各企業と個別協
議により決定されています。また、当社は、安川電機グループからの事業活動の独立性を高めるため安川電機グループ外への販路拡大に努めて
います。

さらに、社外取締役についても安川電機との経営情報の交換等を目的とし、その就任も当社の要請に基づくものであることから、独自の経営判断
を行える状況にあると考えております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 4 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され

ている人数
1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

野口雄志 他の会社の出身者

岡村邦博 他の会社の出身者 △ ○ ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

野口雄志 ○ ―――

野口雄志氏は、日本通運株式会社ならびに同
社グループ、さらにはグリッドコンサルティング
合同会社での多様な業務経験もあり、それらの
経験・見識等に基づき、客観的で広範かつ高
度な視点から当社の経営・事業に対して有益な
助言と監視を行っていただくためです。

当社と野口雄志氏との間には利害関係はなく、
一般株主との利益相反が生じるおそれはない
と考えております。



岡村邦博 　

岡村邦博氏は、株式会社安川電機の生
産・業務本部情報システム部長であり、同
社は、当社株式の38.5％を保有しており、
当社は同社の情報処理業務を受託してい
るほか、同社の製品に組み込まれるソフト
ウェア等を受託開発しております。

岡村邦博氏は、株式会社安川電機での多様な
業務経験もあり、それらの経験・見識等に基づ
き、客観的で広範かつ高度な視点から当社の
経営・事業に対して有益な助言と監視を行って
いただくためです。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、監査計画、各四半期・年度末の監査結果の報告等の会計監査人との定期的な会合に加え、会計監査人の会社法または金融商品取

引法に基づく監査実施日に意見交換や監査の立会い等を行ない、各役割・機能の実効性をあげるため緊密な連携をとって行っています。

監査役は、内部監査部門から監査計画、監査の実施状況の報告を受け意見交換を行う等の定期的な会合を行い、各役割・機能の実効性をあげ

るため緊密な連携をとって行っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

平山雅之 他の会社の出身者 △ ○ ○

大串秀文 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



平山雅之 　

平山雅之氏は、株式会社安川電機の経
営企画本部経理部長であり、同社は、当
社株式の38.5％を保有しており、当社は同
社の情報処理業務を受託しているほか、
同社の製品に組み込まれるソフトウェア等
を受託開発しております。

平山雅之氏は、株式会社安川電機において長
年経理業務等を担当するなど、財務および会
計に関する相当程度の知識を有していることか
ら、それらの経験・識見等に基づき、広範かつ
高度な視点で監査を行っていただくためです。

大串秀文 ○ ―――

大串秀文氏は、西部電機株式会社で常務取締
役を務めたのち、現在は同社の常勤監査役に
就いており、同社で培われた経験・識見等に基
づき、広範かつ高度な視点で監査を行っていた
だくためです。

当社と大串秀文氏との間には利害関係はなく、
一般株主との利益相反が生じるおそれはない
と考えております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

取締役の月額報酬1千万円以内とは別枠で、取締役（社外取締役を含む。）に対する報酬等として年額１億円以内で、株式報酬型ストック・オプショ
ンとして新株予約権を発行する。

取締役を兼務しない執行役員に対しても、取締役（社外取締役を含む。）と同様に株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を発行する。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員

該当項目に関する補足説明

株式報酬型ストック・オプションの具体的な付与数は、上記報酬等の額の範囲内で、当社の業績ならびに取締役の職務執行を勘案して取締役会
の決議にて定める。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

事業報告および有価証券報告書に全取締役の総額を記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

株主総会決議による報酬限度額の範囲内において、取締役については取締役会で、監査役については監査役の監査役会の協議により決定して
おります。

なお、役員の報酬につきましては、内規に基づき会社の業績や役員個々人の成果等を勘案し役員報酬額を決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役への情報提供等は電子メール、郵送等により行っています。また、重要事項の決定や情報開示については事前に赴き説明を行って

います。社外監査役についても、常勤監査役から社外取締役と同様の方法により情報提供等を行っています。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会設置会社として、社外取締役や監査役等と連携を図っていく形態の体制を採用しております。

その概要は、社外取締役が取締役会の一員として経営に参画することにより、代表取締役をはじめとする社内取締役の業務執行に対して社外で

の多様な業務経験と豊かな識見、第三者的な見地から意見表明・監督・評価を行い、監査役が独立した機関として取締役の業務執行に対して監

視・牽制を行うことによりコーポレート・ガバナンスの実効性を高めます。

取締役４名（男性４名）のうち２名が社外取締役であり、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等に必要な発言を適宜行う等、取締役の職
務執行に対して監督を実施しております。

各監査役は監査役会にて審議・承認された年度監査方針、監査計画に従い、取締役会をはじめ社内主要会議への出席、重要書類の閲覧、定期

的な各部門や子会社の調査、代表取締役および取締役に対する業務執行状況等の聴取を通じ、取締役の業務執行の適法性、内部統制、コンプ

ライアンスおよびリスク管理等の状況等の監査を行い、都度、監査役会にて報告が行われております。

監査役３名（男性３名）のうち２名が社外監査役であり、そのうち１名は、財務・会計に関する知見を有する監査役を選任しております。

監査役の職務遂行を補助する組織として、監査室、法務・ＣＳＲ推進部、経理部が監査役を補助するとともに、適宜、監査役と代表取締役社長との
間で意見交換を行い、監査役監査の環境整備に努めております。

また、会計監査人は、新日本有限責任監査法人を選任し、監査契約のもと公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しております。な

お、2017年３月期決算において会計監査業務を執行した公認会計士佐藤宏文氏および渋田博之氏のほか、その補助者として公認

会計士13名、その他11名が業務に携わりました。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、当社の事業内容、事業規模から監査役会設置会社を採用しており、IT技術の進化や競争の激しい業界において迅速に適応が図れるよう
当社の経営ならびにIT事業を熟知した社内取締役を中心とした経営体制に対して、社外の豊かな業務経験や広い識見を有する社外取締役と社
外監査役が過半数を占める監査役会による監督・牽制・評価を受けることにより実効性のあるコーポレート・ガバナンスを確保できると考えており
ます。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 集中日より前の日程で株主総会を開催しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ホームページに掲載しております。

IR資料のホームページ掲載 決算短信、株主のみなさまへをホームページに掲載しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンス基本方針、コンプライアンス行動規準にて、ステークホルダーの立場を尊
重

する旨を規定しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
本社事業所にてISO14001を取得し、環境保全活動を推進しています。

健全性を維持・向上させるため法務・CSR推進部を設置し、CSR推進を図っております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

ディスクロージャーポリシーを制定し、ホームページに掲載しています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１ 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1) 取締役会は、法令、定款および取締役会規程に定める決定事項の審議・決定や報告事項の報告を通じて、取締役が法令および定款その他社

内規程に適合した職務執行を行うことを管理・監督する。

(2) コンプライアンス行動規準を制定し、取締役および従業員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。

(3) コンプライアンス推進委員会で、全社的なコンプライアンス活動の推進および全社的な問題への対応を検討・決定し、各本部長は各部門のコン

プライアンス担当となり部門内のコンプライアンス活動の推進および問題への対応を図る。

(4) 取締役および従業員に対して、法令および定款その他社内規程に適合した職務執行がなされるように必要な研修を実施する。また、当社での

重大な不祥事、事故が発生した場合には再発防止のために、速やかに研修を実施するとともに、社内電子掲示板や社内報等で啓蒙を図る。

(5) 社内通報制度を制定し、当社におけるコンプライアンスの問題を認知し、対応できるシステムを整備する。また、通報者の匿名性、権利保護を

図るため社内通報窓口を外部専門機関に委託する。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(1) 当社は、株主総会、取締役会、監査役会その他全社会議体の資料および議事録、事業報告、計算書類、附属明細書および監査報告書等の

法令や定款で作成・保管が義務づけられているものや決裁申請書等の会社の重要な意思決定、重要な職務執行に関するものについて、法令、
定款および文書管理規程に従い文書または電磁的媒体にて作成し、保存する。

(2) 前記の文書以外の文書についても、その重要度に応じて、保管期間、管理方法等を文書管理規程で定めるものとする。

３ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、輸出管理、知的財産権、災害などのリスクについては、それぞれの対応部署（事務局）で必要があ

ると認めるときには規程の制定、研修の実施、マニュアル等の作成・開示を行う。また、重大な損害を与えるおそれのある場合には、当該対応部
署（事務局）は速やかに代表取締役社長および経営会議へ報告する。

(2) 取締役および従業員に対してリスク管理・対応のための必要な研修を実施する。また、当社での重大な不祥事、事故が発生したもしくは発生す

るおそれがある場合には速やかに再発防止もしくは予防のための研修を実施するとともに、社内電子掲示板や社内報等で啓蒙を図る。

(3) 大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合は、代表取締役社長を対策本部長とし、各本部長と必要な人員で構成される危機管理対策本

部を設置するなど危機対応のための組織を整備する。また、事前に危機対応マニュアルを整備し、危機発生時に迅速な対応を図る。

(4) 財務報告の信頼性を確保する観点から、財務報告に係る内部統制の整備・運用を推進する。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 変化の激しい経営環境に対し、機敏な対応を図るため執行役員制度を導入し、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの機能を

高め、経営および業務執行のスピードアップを図る体制を構築する。

(2) Quarterly Business Review（QBR）において、経営目標を達成するための各事業の具体的方策を検討・決定する。

(3) 経営会議において、月次の予算・実績管理および経営、事業における重要事項について多面的かつ組織横断的に検討・決定する。

(4) 取締役会において、法令・定款に定める事項その他経営に関する重要事項について審議・決定し、取締役の職務執行が効率的に行われてい

ることを管理・監督する。

５ 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社において経営上重要事項を決定する場合には、当社および子会社の社内規程に基づき当社の事前承認を得るとともに、業務上重要な

事項が発生した場合は、都度、当社に報告が行われる体制を構築する。

(2) 子会社の経営目標については、連結経営の視点から必要に応じて当社の経営会議等の全社会議にて検討・決定する。また、子会社の業績に

ついては定期的に当社へ報告が行われ、必要な助言、支援等を行う。

(3) 当社の管理部門その他関係部門が、子会社のコンプライアンス活動やリスク管理について、必要な助言、支援等を行う。また、子会社で事故、

災害、不祥事等が発生した場合には、危機対応のための助言、支援等を行う。

(4) 当社は、子会社を管理する担当役員を置くとともに、当社の取締役および従業員が子会社の取締役または監査役に就任し、子会社と協議、情

報交換、必要な助言、支援等を行うことにより、当社グループ全体における業務の適正、効率性の向上を図る。

(5) 当社は、子会社を含めグループ全体のリスク管理体制の構築・維持を図るとともに、規程の制定、研修の実施、マニュアル等の作成など、当社

に準じ、コンプライアンス体制の構築・運用を行う。

６ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事

項

(1) 監査役は、法務・ＣＳＲ推進部、経理部の従業員に監査業務に必要な事項を依頼することができる。

(2) 監査役により監査業務に必要な依頼を受けた従業員はその依頼に関して、取締役、部門長等の指揮命令や不当な制約を受けないものとす

る。

(3) 監査役の職務を補助するため、監査室長は監査役担当を兼任し、監査役の指示による調査権限を認める。なお、監査役担当としての職務遂

行にあたっては専ら監査役の指示に従う。また、監査役担当の人事に関する事項の決定にあたっては、監査役の同意を得る。

７ 当社および子会社の取締役および使用人が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告したことを理由

として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 当社の取締役および従業員は当社の監査役に対して、取締役会、経営会議その他主要社内会議等を通じて、毎月の経営状況、内部統制シス

テムの構築・運用状況、内部統制に関わる部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項、リスク管理に関す
る重要事項等の報告を行う。

(2) 子会社の取締役、監査役および従業員は当社の監査役に対して、グループ監査やその他必要に応じ、経営状況、内部統制システムの構築・

運用状況、内部統制に関わる部門の活動状況、重要書類の内容、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事項、リスク管理に関する重要事項
等の報告を行う。

(3) 特に当社の監査役への個別の説明等が必要な場合は、当社および子会社の代表取締役社長、取締役および従業員から内容報告、もしくは

監査役から当社および子会社の代表取締役社長、取締役および従業員へ内容を聴取できる体制を構築する。

(4) 当社および子会社の内部監査実施状況や社内通報窓口への通報状況・通報内容については、担当者から速やかに当社の監査役へ報告す

る。

(5) 社内通報制度における通報者と同様に、当社の監査役への報告や説明をしたことを理由としていかなる不利益も課さない。



８ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役と当社の代表取締役社長との間で、定期的に、情報および意見交換を行い、監査役監査の環境整備に努める。

(2) 監査役は、監査室と緊密な連携を保ち、必要があると認めるときには監査室に調査や追加監査の実施を求める。

(3) 監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報交換を行い、必要があると認めるときは会計監査人に報告を求める。

(4) 監査役の職務の執行について生じる費用または債務については、請求により会社は速やかに支払いまたは処理を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切関係を持たないことを基本方針とし、コンプライアンス行動規準において、反社会
的勢力との関係を拒絶し、反社会的勢力が事業活動へ関与を防止する旨を定め、全社に徹底させています。

また、担当部署が、平時から警察、顧問弁護士、地域企業と情報交換を行い緊密な関係を築き、非常時にはこれら関係先への連絡・相談し、連

携をとりながら速やかに適切な対応ができる体制を整備しています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

[適時開示体制の概要]

(1) 適時開示に係る基本方針

当社は、ネガティブ情報を含むディスクロージャの充実を重要課題と位置づけ、株主・投資家をはじめステークホルダーの皆さまに対し、有用な

会社情報を適時・適正に開示することを基本方針としております。

具体的には、証券取引法に則り、東京証券取引所の定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」に沿って、投資

判断に重要な影響を与える事項について開示を行います。

また、それ以外の情報に関しても、当社を理解していただくうえで有用と判断されるものについては積極的に開示を行っていく方針です。

(2) 適時開示に係る社内体制

当社では、上記の基本方針に従い、管理本部長である取締役執行役員を情報取扱責任者とし、経理部および法務・ＣＳＲ推進部が協業して適時
開示等

の企業情報開示の管轄部門となり、重要な会社情報の集約・管理・保管を行い、会社情報の適時開示に関する管理・事務手続きを行っておりま

す。

適時開示の必要な会社の重要情報については、情報取扱責任者から経営会議及び取締役会に提出され、その内容及び開示の必要性につい

て審議され、最終承認を得て経理部が開示を行っております。


